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優生保護法に関する声明
2024年2月1日

公益社団法人 日本精神神経学会
理事長 三村 將

1948年に成立した優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的
とし、当時の優生学・遺伝学の知識の中で遺伝性とされた精神障害・知的障害・神経疾患・身体
障害を有する人を、優生手術（強制不妊手術）の対象とし、48年間存続しました。しかし日本精
神神経学会(以下、本学会)は、これまで優生法制に対して、政府に送付した「優生保護法に関する
意見」（1992年）を除き、公式に意見を表明したことがありませんでした。このたび本学会は、法
委員会において、優生保護法下における精神科医療及び精神科医の果たした役割を明らかにし、
本学会の将来への示唆を得ることを目的として、数年にわたる調査を行いましたので、ここに報告
します。

詳細な調査結果は報告書にありますが、自治体によって違いがあるものの、優生保護法成立か
らほぼ10年にわたり、行政主導で強制不妊手術の申請と承認に関わる強固なシステムが作り出さ
れました。人口が急増し、生活が窮乏するこの時代において、行政と優生保護審査会が一体とな
って優生保護法を運用し、多数の強制不妊手術という犠牲を生みました。申請者である精神科医
の肉声は残されていませんが、国家施策を前にした傍観の中で、無関心・無批判のまま、与えられ
た申請者としての実務を果たしてきました。また、精神科医も加わった優生保護審査会は、申請シ
ステムの実態を知った上で大部分の申請を承認しており、申請者以上に重い責任があります。

本学会は強制不妊手術の問題が指摘された1970年代に至っても公式に意見を表明することもな
く、不作為のまま優生保護法は存続し、被害者を生み続けることにつながりました。積極的であ
ろうが消極的であろうが、強制不妊手術を受けた人々に取り返しのつかない傷を負わせた歴史的
事実から目を逸らすことは許されません。

ここに、精神科医療に責任を持つ学会として、強制不妊手術を受けた人々の生と人権を損ねた
ことを被害者の方々に謝罪いたします。

優生保護法を過去のこととしてすますことはできません。本学会は、この歴史に学び、再び同じ
ことが繰り返されないよう、精神医学と社会の関係を深く自省し、常に自らの問いとしていかな
ければなりません。さらに、本学会の使命として、現在もなお存在する精神障害や知的障害への
差別、制度上の不合理を改革するため、力を尽くすことを誓います。


